
 

 

地域福祉に関する主な国の動向等について（厚生労働省資料などから作成） 

 

現計画策定後の地域福祉に関する主な国の動向（抜粋）については、以下のとおり

となります。 

今後、これらの国の動向を踏まえて、計画策定に向けた検討をしていきます。 

 

１ 「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

最終とりまとめ（令和元年） 

 

平成２８年の「ニッポン一億総活躍プラン」で示された地域共生社会の理念は、福

祉や社会保障、対人支援領域だけではなく、地方創生、街づくり、住宅、地域自治、

環境保全、教育など幅広い政策領域にわたるものとなっています。 

平成２９年の社会福祉法一部改正では、附則として令和２年をめどとして包括的な

支援体制を全国的に整備するための方策を検討することが示され、地域共生社会の実

現に向けた地域づくりの強化を図る取り組みのモデル事業が推進されてきました。 

この最終とりまとめではこれらの流れを踏まえ、地域住民の複合化・複雑化した支

援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の構築を推進するために、「断

らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に

行う市町村の新たな事業を創設すべきであるとの提言がなされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な姿勢・理念 

・ アウトリーチを含む早期的な対応を行うこと  

・ 本人・世帯を包括的に受け止め支える支援 

・ 本人を中心とし、本人の力を引き出す観点で行われる支援 

・ 信頼関係を基盤として継続的に行われる支援 

・ 地域とのつながりや関係性づくりを行う支援 

包括的な支援体制の構築に向けた事業の枠組み  

① 断らない相談支援 

…本人・世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援  

② 参加支援 

…本人・世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援、居住支 

援などを提供することで社会とのつながりを回復する支援  

③ 地域づくりに向けた支援 

…地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な 

活躍の機会と役割を生み出す支援 
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２ 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」公布 

（令和２年） 

令和２年６月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改

正する法律」において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合

いながら参加し、共生する地域社会の実現を目指す必要があることが明記されました。 

また、生活課題を抱える地域住民を支援する体制や、地域住民が地域福祉を推進す

るために必要な環境を一体的かつ重層的に支援することができるよう、福祉分野に関

連する法律に基づき事業を一体的に実施する、重層的支援体制整備事業の創設等が新

たに規定されました。 

 

改正社会福祉法の抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 包括的な支援体制の整備に関する事項  

１ 地域福祉の推進に関する事項  

（一） 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加

し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならないこと。（第４条第

１項関係）  

（二） 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ

れる体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努

めるとともに、当該措置の推進に当たっては、保健医療、労働、教育、住まい及び

地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければな

らないこと。（第６条第２項関係）  

（三） 国及び都道府県は、市町村において重層的支援体制整備事業その他地域生活

課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行わ

れるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならないこと。（第

６条第３項関係） 

 

２ 重層的支援体制整備事業に関する事項  

（一） 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、

次に掲げる社会福祉法に基づく事業並びに介護保険法、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支

援法（以下「各法」という。）に基づく事業を一体のものとして実施することによ

り、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民

等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業

として、重層的支援体制整備事業を行うことができること。（第106条の４関係）  

（二） 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第106条の３第２項

の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層

的支援体制整備事業実施計画を策定するよう努めること。（第106条の５関係）  

（三） 市町村は、支援関係機関、重層的支援体制整備事業の委託を受けた者、地域

生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成

される会議を組織することができること。（第106条の６関係）  

（四） 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は市町村の支弁とすること。（第

106条の７関係）  

（七） 地域福祉計画の見直しに関する事項  

イ 市町村地域福祉計画において、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供

される体制の整備に関する事項を定めるよう努めるものとすること。（第 107 条

第１項関係）  
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